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概 要 
 
 本稿は市街化区域内農地の宅地転用に対し、相続税・譲渡所得税による転用阻害効果を

分析する。農地の相続税納税猶予制度により、1980年代以前の三大都市圏の市街化区域で
は、農家の土地供給価格が時価の 2から 4倍程度に引き上げられていた。また 1990年代に
は改正により特定市の市街化区域内農地は原則として相続税の優遇措置を停止されたが、

譲渡所得税の緩和などにより、依然として農家の土地供給価格は時価より高いと計算され

る。またこれら農地の保有に対する税制上の優遇措置は、農地の宅地転用を有意に妨げる

結果を得た。 
 
 
 
                                                  
1 本稿の執筆に当たり、多くのご指導をいただいた金本良嗣先生（東京大学）に感謝いたし
ます。 
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１．はじめに 

 
本稿の目的は、市街化区域内農地の宅地転用に対し、税制が与える影響を計測することで

ある。農地に課せられる税としては固定資産税や相続税、譲渡所得税などがあるが、本稿

では相続税と譲渡課税に着目し、農地に対するそれらの優遇措置とその見直しが、市街化

区域内農地に与える影響を分析する。 
2002年現在、三大都市圏の市街化区域には約 52,573haの農地が存在する。２．で詳述す
るように市街化区域とは都市計画法で優先的に開発されるよう指定された地域であり、同

法の制定以降、市街化区域では農地が一貫して減少している2。しかしそれらの農地が総じ

て地価の高い地域に立地するすることから、農地としての税制上の優遇措置を受けること

が問題視され、その存在は宅地の供給不足と地価上昇を招いたと度々指摘されてきた。 
市街化区域内農地の問題は単発的な政治的議論に結びつくことも多いが、本稿は市街化区

域内農地に対する都市計画法の制定以後の税制措置の変化をなるべく正確に踏まえ、税制 
 

表 1 市街化区域内農地面積 

 

                                                  
2 表 1の（1）列。 
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が市街化区域の農地を温存するような効果をどの程度持っていたといえるか検証していき

たい。 
 本稿の構成は次のとおりである。２．節では都市計画上の市街化区域内農地の位置づけ

と農地に対する税制優遇の内容を確認する。３．節では、金本（1994）と浅田ほか（1999）
の手法を参考に、相続税と譲渡所得税が市街化区域で営農する農家に与えてきた農地を保

有するインセンティブについて計測する。４．節では、1990年代に三大都市圏の特定市の
市街化区域内農地に対する税制優遇が見直された後、特別の優遇措置を得られなくなった

農地の転用に対し税制がどのような影響を与えてきたか実証分析する。最後に５．節で議

論を簡単に総括する。 
 
 
 

２．都市計画法と市街化区域内農地 

 
２．1 都市計画法の混乱 
 
産業利用に特化した都心と住商工が混在する都心周縁、そして農村的土地利用を残した郊

外へのスプロール状の開発は、日本の大都市に共通して見られる特徴である。町村（1994）
によれば、三大都市圏のうち東京圏でスプロール状の乱開発が始まったのは 1920年代のこ
とである。乱開発を抑制する理念を持った都市計画はこの当時から作られ、また第 2 次大
戦後の復興期にも相次いで制定されたのだが、いずれも強力な開発圧力と地主の反対にあ

って骨抜きにされたという3。 
こうした都市計画の状況が変化したのは、1960年代後半のことである。1968年に制定さ
れた都市計画法は、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」（第 1条）とあるように、都市とその周
辺の乱開発の防止を目指している。 
都市計画法で定められた規制の対象になる都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域、

および未線引き区域に分かれる。市街化区域とは、都市計画区域内ですでに市街地を形成

している区域と、線引きが行われた時点から 10年以内に優先的に市街化を図るべき区域を
合わせた区域である。市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域とされ、公共投資や開

発は原則として抑制される。 
しかし広大な地域が市街化区域として線引きされたため、市街化区域に多数の農家が存在

することになり、政策の混乱を生んだ。一般に農家の土地利用は厳しく制限され、市街化

                                                  
3 この時期の都市計画としては、東京市近郊町村区画整理計画（1923年）や東京戦災復興
都市計画（1946年）、首都圏整備法（1956年）などが挙げられる。 
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調整区域で農地を転用するには都道府県知事または農林水産大臣の許可を得なければなら

ず、市街化区域でも農業委員会への届出を必要としている（農地法第 4条、第 5条）。こう
した制約は農家がいたずらに土地を売買することを抑制する反面、市街化区域でも農地が

宅地に転用されることの障害の第一歩となる。また一方でこの規制は、廃業を決意した農

家が経済状況を見て適当な売り時まで農地を保有し続けることを防ぐものではない。例え

ば、財産の相続を考え、当面は税制上の優遇が続くと判断して農地を保有しておき、いず

れ好機があれば手放して現金化することも可能である。そのため 1970年代に地価が高騰し
た大都市周辺では、農地としての税制優遇を受けながら農業をほとんど営まずに土地の値

上がりを待つ仮装農地の存在が問題視され、農家と非農家との税負担の不公平が意識され

るようになったのである。 
 
 
２．２ 農地に対する課税 

 
土地に対する課税は保有課税（固定資産税、都市計画税など）と取得課税（相続税、贈与

税など）、譲渡課税（譲渡所得税）に大別される。保有課税の税額は課税標準額に一定の税

率を乗じて決まるが、農地の課税標準額は宅地に比べ低額である。そこで都市計画法の制

定以降、市街化区域の農地の保有コストを高めて宅地への転用を促進するため、農地の固

定資産税などの宅地並み課税が試みられた。しかし前述のように広大な地域が指定された

市街化区域には営農の意思を持つ農家が多数存在し、強い反対運動が起ったために、宅地

並み課税の実施は事実上見送られた。その結果 1982年には 10年間の時限的措置として長
期営農継続農地制度が導入され、市街化区域でも一定の条件を満たせば農地の宅地並み課

税が免除された（表 1（3）列にあるように、市街化区域内農地の大半が宅地並み課税を免
除された）。 
取得課税のうち相続税については、1970 年代の地価高騰に配慮して納税猶予という優遇
措置がとられた4。農地価格が急騰した結果、相続が発生した農家では相続人が家業の継続

を希望しても、高額の相続税を支払うために農地を手放したり離農を余儀なくされたりす

る事態が生じたのである5。相続による農地の細分化の防止と農業経営の維持継続を図る観

点から、相続税の納税猶予制度は 1975 年の税制改正で創設された6。また譲渡所得税につ

                                                  
4 1964年の税制改正で贈与税の納期限延長制度が作られていたが、相続税の納税猶予制度
に伴い、贈与税も納税猶予制度に切り替えられらた。 
5 農地価格には、農業用に他の農業従事者に転売する価格と、農業を廃業し宅地として転用
する価格の 2種類がある。しかし現実には 2つの価格には相関が見られ、地価高騰期には
農業用の農地価格も宅地転用価格につられて上昇した。 
6 納税猶予制度の内容は、農業相続人が農業経営を継続することを条件に、農地にかかる相
続税のうち一定額の納税を猶予し、20年間農業を継続し一定の条件を満たした場合はこれ
を免除するというものであった。 
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いても、時期によって違いがあるものの、農地は控除の額など宅地よりも優遇されてきた

といえる。 
こうした農地に対する税制上の優遇措置は、地価が著しく上昇した市街化区域での農地の

温存や仮装農地の出現を許しているという批判を受け、1991年の税制改正で大幅に改正さ
れた7。三大都市圏の特定市の市街化区域（以下、「特定市街化区域」と略す）では、農地に

固定資産税と都市計画税の宅地並み課税が適用されるとともに、相続税と贈与税の納税猶

予制度が廃止された。その上で、特定市街化区域内農地でこれらの特例を受けられるのは、

生産緑地に指定された農地に限定した。これにより市街化区域内農地を、宅地化する農地

と保全する農地（＝生産緑地）とに峻別する政策が整理されたのである。 
 

 
図 1 市街化区域内農地の概念図 

                                                  
7 生産緑地法は 1974年に制定されたが、改正前は実質的に指定の解除が自由であったため、
農地を保全する制度ではなかった。生産緑地の指定を受けた農地は固定資産税などの宅地

並み課税が免除されたが、宅地並み課税が事実上実施されていなかったため、生産緑地の

指定を受けようとする農家は少なかった。しかし 1991年に生産緑地法と土地税制が改正さ
れ、三大都市圏の特定市の市街化区域で税制上の優遇措置を受けられるのは生産緑地に指

定された農地に限定されたことから、この時に生産緑地の指定を受ける農地が急増した。 
 なお改正後も、三大都市圏の特定市街化区域以外の農地には、引き続き税制優遇が認め

られる。例えば市街化調整区域や、市街化区域でも三大都市圏の特定市街化区域以外の区
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表 2 三大都市圏の特定市 

 
 

                                                                                                                                                  
域にある農地には、農地としての保有課税と相続税・譲与税の納税猶予が認められる。 
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図 2 農地から宅地への転用 

 
 
さて農地に対する税制優遇の効果を簡略に図示すれば、図 2のようになる。図 2では、全
体に の土地が存在し、 を原点に右側へ農地面積が、A HO O AO HO を原点に左側へ宅地面積

がとられている。この図は、ストックとしての土地が 1 期間ごとに売買の対象になるとい
う仮定の上に成り立ち、 ( )A AR L 曲線は農地地代と農地面積、 ( )H HR L 曲線は宅地地代と宅

地面積の関係を表している。土地の配分は、農地と宅地の地代が等しくなる水準で決まる

はずである。 
いま、保有課税と取得課税の優遇を受ける農地の地代曲線が ( )A AR L で表されるとする。

もし農地が宅地と同一の基準で課税されるなら、農地の地代曲線は破線で示された '( )A AR L
の位置にあり、農地面積は ではなく （宅地面積は ではなく ）である

はずである。しかし農地に限り税制優遇を受けていれば、農地の地代曲線は

1AO L 2AO L 1HO L 2HO L
( )A AR L で示さ

る位置にあるから、潜在的に農地の宅地転用が阻害されていることを意味するだろう（岩

田ほか（1993）pp.57-59）。３．節と４．節で分析する農地の保有に対する益税は、この図
では相続税・譲渡所得税の益税を 1 期相当額に換算して、農地の地代曲線を上方にシフト
させる幅で表される。 
また 1990年代の特定市街化区域では、生産緑地に指定されていない農地の固定資産税と
（1期に換算した）相続税・贈与税の負担が増加したから、これらの農地の地代曲線は下方
にシフトし、農地の宅地転用が促進したはずである。 
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３．相続税と譲渡所得税による益税の計測 

 
３．１ 資産運用モデル 

 
保有課税は概して低額であるため8、相続税や譲渡所得税に比べると現実の土地取引に対

して限定的な影響しか持たないと考えられる。単純化のために以下では保有課税は無視し、

市街化区域内農地の取引について相続税と譲渡所得税の効果を分析の対象に絞る。 
相続税と譲渡所得税の変化が土地の売買行動に与える効果を分析した先行研究としては、

金本（1994）やそれを発展させた浅田ほか（1999,2002）が挙げられる。これらの研究では、
税制が土地の供給者に与える影響を観察するために、現在の税制を前提に子孫になるべく

多くの財産を相続させようとする資産家の問題を解いている。その論理構成は、次のよう

なものである。日本の相続税制上、時価が等しくても動産よりも不動産、また不動産でも

宅地より農地の方が課税対象としての評価が低いため、すでに土地を所有している資産家

はなるべくそれを手放そうとしないはずである。そのため日本では相続税制が土地市場の

非流動化に多分に関与しているというのである。 
本稿でもこの手法を応用し、農地に対し相続税の納税猶予制度が導入された 1975年以後、
特定市街化区域の農家がどのような農地保有のインセンティブに直面してきたかを計算す

る。 
 
 
３．２ 農家の資産運用の仮定 

 
農家は現在と将来の税制や経済状況を考慮し、資産を最大化するように行動すると仮定す

る。現在農地を所有する農家には、 
① 農地を維持して子々孫々農業を続ける 
② 農地を宅地として売却し、金融資産を所有する 
③ 土地は所有し続けるが地目を宅地に変更する（アパート経営などに利用する） 
という 3つの行動が考えられるだろう。③の行動には特定転用制度と呼ばれる税制優遇も
あることから現実には市外化区域の農家にとって有力な選択肢であった。しかしアパート

経営による収益の把握が難しいためにこの行動は無視し、農家は①と②の 2 つの行動を選
択するものとする。 
農家が特定市街化区域内農地を売ってもよいとする留保需要価格を求めるには様々な仮

定を必要とするが、相続や期待形成についての仮定は結果に重要な役割を持つ。 

                                                  
8 固定資産税は 1.4％、都市計画税は 0.3％。 
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相続人の仮定 
   農家は 25年後と 50年後に相続があるとし、生前の贈与は行わないものとす
る。また代々一人っ子が続くものとし、夫が死亡すると妻と子供が相続人とな

り、その妻も一年以内に死亡して子供が遺産を相続するものとする9。つまり

25 年後に自分と妻が死亡して子供に遺産相続し、50 年後にはまた子供夫婦が
死亡して孫に遺産相続するはずであり、農家は孫の手元に残る資産が最大にな

るように初期の資産行動を決定する。 
 
相続資産の仮定 
   農家は初期に各都府県の一戸あたり耕地面積と等しい農地を所有している。

また農地はあまり細かく売ることはできない反面、相続税の納税猶予の適用を

受けるには農地の 20％まで譲渡制限があるため、初期に農地を売る場合の売却
面積は所有する農地の 19％とする。また相続税は金融資産から優先して払い、
足りない場合は農地を切り売りする（その際は任意の面積で売れる）。また借り

入れはしないものとする。また転用費用はかからないものとする。 
 
資産評価の仮定 
   三大都市圏の市街化区域の農家は、1991 年以前には全て長期営農農家の認
定を受けていたものとする。相続税の納税猶予が適用される際の相続税額は農

業投資価格により決まるが、農業投資価格は時価の 1％とし10、宅地の課税評価

額は時価の 60％、金融資産の課税評価額は時価の 80％とする。 
   また農地の譲渡所得税額は長期譲渡所得とみなして算出するが、取得費と譲

渡費用は無視する（農地は民間ディベロッパーに売却されるものとする）。 
 
期待形成の仮定 
   金融資産は期待利子率（過去 3 年の通常貯金の利子率の平均）で運用され、
また期待地価上昇率は期待利子率と等しいとする。土地と金融資産の期待収益

を等しくする理由は、初期に農地を売却することに対する税制の純粋な影響に

ついて考察するためであり、土地と金融資産の期待収益の差からいずれかの資

産を選ぶ可能性を排除するためである。また将来の納税額を予測するときは控

除・所得区分を期待地価上昇率と同率で上昇させ、資産の過大評価を防ぐ。 

                                                  
9 安藤（1994）によれば、実際の特定市街化区域内農地の相続では、長男が農地を全て相
続し、兄弟は相続放棄の「ハンコ代」として数百万円程度の金融資産を受け取る例が多い。 
10 農業投資価格は各地の国税局により一定額が定められているが、連続するデータを入手
できなかったので便宜上 1％とした。なお 1996年の東京都の農業投資価格は、10a当たり
田が 950,000円、畑が 840,000円である（甲斐（1997））。 
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 以上のような仮定に従い、特定市街化区域の農家は各期に農地の売却をするか否か決め

るものとする。ここで、8頁に挙げた①（初期に農地を売却せず 50年間、農地のまま保有
し続ける場合）の資産評価を 、②（初期に所有する農地の 19％を売却し、金融資産と農
地を合わせて保有する場合）の資産評価を とおく。 

1W

2W
 は以下の手順で計算される。まず 1 回目の相続があると想定する 25 年後の農地価格
を予測し、現状の相続税体系が続いたと仮定して相続税額を計算する。相続税は農地を切

り売りして支払うものとする。さらに 2回目の相続を想定する 50年後についても同様の計
算をし、残った農地の評価額が である。 は初期に所有する農地の 19％を売却して得
た金融資産を期待利子率で運用し、 と同様に 2 度の相続を経た 50 年後の金融資産の額
を計算する。 

1W

1W 2W

1W

 こうして得られた各年の と は、農地と金融資産の課税評価率の違いから差額が生じ

る。そこで 
1W 2W

 

25

50

:
:

: 25
: 50

la
t
τ
τ

初期に所有する農地面積

譲渡所得税率

年後の相続税率

年後の相続税率

 

1 25*0.19 * (1- )(1- )(1- )W TV la t W50 2τ τ= +          （1） 

 
または 

1 2

25 500.19 (1 )(1 )(1 )
W W

TV
la t τ τ

−
=

− − −
            （2） 

 
という関係を成立させるような、農地の転用価格に対する益税価値TV を想定する11。TV は
初期に土地を売却しないことによる 1 ㎡あたりのプレミアムを表し、もしt期に（1）式の
等号が成り立つために となる必要があるなら、将来に渡る最適な相続を考える農家

が納得できる農地の売却価格は、農地の転用価格の市場価格を上回るということである。

すなわち ならば、税制による農地の転用阻害が発生していることを意味する。

Microsoft Excelのgoal seekコマンドを使い（1）式で等号が成立するようなTV を求めた結
果は、表 3のようにまとめられる。 

0tTV >

0tTV >

 

                                                  
11 （1）式の 0.19 は売却する農地の面積をあらわす。2000 年の茨城県では耕地面積

18,220haに対し総農家数 128,020戸だから、

la

2000
18,220 1.42ha 14,232
128,020

la = = =茨城 ㎡。 
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表 3 農地価格のプレミアム（ /転用価格） TV

 

 
 
 表 3 ではいずれの都府県でも毎期 となっており、1990 年代の税制による農地の
転用阻害が発生していたことを意味している。表 3の結果のうち、1975年から 1991年ご
ろまでの東京についての結果は、同様にTV を計測した浅田ほか（2002）に近い値をとっ
ている。ただし本稿では 1990年代前半の三大都市圏の特定市の市街化区域での課税強化を
盛り込んだため、転用価格に対するTV の値は 1990年代後半にかけて低下している。 

0TV >

 の値が高いほど農家は農地を保有し続ける（宅地に転用しない）インセンティブが強

いと考えられ、特定市街化区域内農地への課税が強化された 1992年を境に転用価格の４倍
程度から 2.5倍程度に減少したことから、宅地転用への若干の後押しがあったと考えられる。
ただし 1993年から相続税の納税に対する譲渡所得税が控除され、また 2000年代に入り譲
渡所得税の負担が緩和されたことで、大規模な土地を持つ農家にとってTV の値が上昇する
要因があったため、特定市街化区域内農地に対する相続税の納税猶予停止後も、転用価格

に対するTV の値が劇的に変化することはなかったと考えられる。 

TV
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４．フローの農地需要関数の推定 
 
３．節で求めた農地の転用価格に対する益税価値TV を用いて、三大都市圏の特定市の市
街化区域内農地の転用阻害を実証分析する。1991年の税制改正により生産緑地制度が改正
され、三大都市圏の市街化区域内農地の生産緑地への指定が一段落した 1993年以降、特定

市街化区域の面積はほぼ一定である。特定市街化区域の総面積を Lとし、農地（ ）以外

の土地は全て宅地（

AL

HL ）であるとすると、 

A HL L L= +  

 
と表せる。このとき 
 

A HL L∆ = −∆  

 
という関係が成立するから、フローの農地需要を推定することで、宅地の供給関数が導け

る12。実際の土地の売買には 1年程度のタイムラグがかかるため、本節では 1年間の農地の
増減をもとに宅地の供給を計算し、３．節で分析した農地に対する益税の現在価値TV が宅
地の供給に影響を与えるか分析する。 
 フローの農地需要に影響を与える要因として、農地の値上がり期待や収益、税金のほか、

農地の買い手である近隣住民の経済力が考えられる。(3)式はこれらを説明変数にとり、フ
ローの農地需要を表したものである。 
 

0

:

:

:

:

:

:

i
t

i
t
i

i
t

i
t

i
t

LA

P

P

RA

I

TV

農地面積

農地の転用価格

農地の取得価格

農地の実勢地代

一人当たり名目所得

農地の益税価値

 

（添え字 iは第 i番目の都府県を表し、tは期を表す。） 
 

1 0( , , ,i i i i i i
t t t t t )i

tLA LA F P P TV RA I+ − = −              (3) 

                                                  
12 『農地の移動と転用』のデータでは、転用された農地が宅地として供給される割合は毎
年 60％程度で推移している。 
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 一般に農家はすでに農地を所有しているために取得価格をゼロとし、今期の取引条件で

来期の取引が実現すると仮定すれば、フローの農地需要は今期の農地価格の減少関数（宅

地として売ればより多くの金融資産が入る）となるはずである。また農地から得られる地

代も農地需要の増加関数となるはずである13。 
 また税制については、３．節で分析した農地保有の益税価値TV が説明するはずである。

のとき農地保有の益税が発生しているときだから、TV はフローの農地需要の増加
関数となるだろう。一方、農家の近隣に居住する住民の所得が上がれば住宅需要が高まり、

宅地の供給源である農地のフローの需要は低下すると考えられる。 

0TV >

 最小二乗法により(3)式を推定した結果は、表 4 のようにまとめられる。定数項以外の各
変数は 5％水準で有意であったが、モデルとしてあまり高い説明力は得られなかった。符号
条件はいずれも理論的予測と一致しており、TV は特定市街化区域の農地の売却を阻害し、
宅地供給に負の影響を与えるといえるだろう。 
 また RAが有意な説明変数であることから、三大都市圏の特定市に所在する農地も、農作
物を育てて販売する農地としての生産性が考慮されていることが読み取れる。 
 
 

表 4 三大都市圏の特定市の市街化区域内農地(1993-2002年) 

 
 
 
 同様に三大都市圏の、特定市を除く市街化区域内農地のフローの需要を推定すると、表 5
のようにまとめられる。三大都市圏の特定市以外の市街化区域内農地では 1991年の税制改
革以後も相続税の納税猶予の停止を受けているため、ここでの の値は表 3とは異なる。 TV
 こちらの推定結果でも益税価値と農地地代、一人当たり所得については符号条件を満た

すが、 の符号は特定市の市街化区域内農地と異なり負となっている。 P
 この結果は予測したモデルの符号条件とは異なるが、ここで推定している農地の「需要」

                                                  
13 農地地代は、『米及び麦類の生産費』の田１㎡あたりの自作付け地の実勢地代を採用した。
また欠損地の扱いについては山崎・井出(1996)の手法を援用した。 
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は新たに農地を購入することではなく、現実にはすでに所有する農地を農家が手放すか否

かという留保需要であることが影響しているだろう。特に特定市以外の比較的農村的土地

利用が強く残っていると思われる地域では、価格の変動があっても実際にはなかなか農地

を手放すことがないから、資産の最大化を考えた場合の符号条件が成立しないということ

が考えられる。 
 
 

表 5 三大都市圏の市街化区域内農地(1993-2002年) 
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５．結論 

 
 ３．節の分析から、相続税が免除された市街化区域内農地の所有者が潜在的に直面する

農地の転売価格は、市場価格よりも高くなることが明らかになった。また1990年代に入り、
原則として三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は相続税の免除が適用されなくなった

が、それでもなお資産の評価基準の違いや譲渡所得税の減免措置などにより、三大都市圏

の特定市の市街化区域では実質的に宅地転用の阻害要因が残っている。 
また４．節では、特定市街化区域内農地の転用面積を説明するモデルで、３．節で示した

益税価値とともに農地地代が有意な説明変数となっていることを示したが、これはこの地

区の農地が農作物を育てる農地として評価される一方、効率的な資産運用の手段としての

意味合いを含んでいることを示している。 
 最後に本稿に残された課題について確認したい。まず３．節の益税価値の計測には期待

形成についての仮定が重要な意味を持つが、期待のバブルなど日本の土地取引の歴史で欠

かせない点を無視してしまった。 
 またより根本的な問題として、ストックとフローの概念を整理する必要がある。本稿で

は、日本ではあまり流動的な土地取引が行われておらず、毎期自分が所有する土地を売り

に出しては買い戻すような行動を前提としたモデルは分析の対象として適切でないと考え

て主にフローの土地取引を考察した。しかし農地を宅地にするために売り出すときの転用

価格と、整備された宅地としての価格の差を明示的にとらえ、山崎・井出（1996）や上野
（1996）のように利潤最大化行動をとるディベロッパーの存在をモデルに含んでストック
の土地需要式を考察した方が、土地という資産について分析する手法として優れていたか

もしれない。 
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資料 

 
データの出所 
 
農地価格：『田畑売買価格等に関する調査結果』（全国農業会議所）の市街化区域内農地・

使用目的変更田畑売買価格を、田畑の面積で比例した。 
農業地代：『米及び麦類の生産費』の１㎡あたりの自作付け地の実勢地代（農林水産省）。

欠損値は山崎・出井（1996）のデータ加工方法を援用した。 
耕地面積：『耕地および作付面積統計』。 
総農家数：『農林業センサス』。 
 
市街化区域面積：『固定資産の価格等の概要調書』（自治省、総務省）。 
一人当たり県民所得：『県民経済計算』（内閣府）。 
利子率：『経済統計年報』（日本銀行）の貸出金利のうち通常貯金の過去 3年間の平均とし
た。 

 
 
 
 
相続税の計算 
 

 
図 3 相続税の納税額の模式図 
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 ３．節で相続税の納税額を決定する際、図 3に従って計算した。財産は相続時の時価（相
続税評価額）で評価され、累進的な税率を課される。まず相続税の総額を遺産総額と法定

相続人の数とその法定相続分に応じて算定する。本稿の分析では実際の相続割合が法定相

続分に等しくなると仮定し、配偶者控除などを考慮しながら各人の実際の納税額を算出し

た。 
 また農地についての相続税納税猶予が認められる要件は、①その相続人が死亡した場合、

②その相続人が農地等を農業後継者に生前一括贈与した場合、③その相続税の申告期限後

20 年間農業を継続した場合のいずれかに該当する場合には、その納税を免除するというも
のである。1991年の税制改正で生産緑地については①，②の場合について納税猶予を認め
る一方、1992年から三大都市圏の特定市の市街化区域内農地（生産緑地の指定のないもの）
についてはこれらの特例は適用されないことになった。それでも譲渡所得税の減免措置な

どにより、特定市街化区域の農家にとって農地を保有するインセンティブが働き続けてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
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